
第３章 取組項目評価 
 

１ 取組項目評価について 

 経営目標分析 

(4 項目) 

重点推進事業評価 

(17 項目) 

取組項目評価 

上下水道局では，平成17年度から「上下水道局事業推進

方針」における主な事業と取組項目について，担当課におい

て自己評価を行う「取組項目評価」を実施しています。 

(46 項目) 

集約して評価 

取りまとめて分析 平成18年度は「平成18年度上下水道局事業推進方針」（以

下「事業推進方針」という。）に掲げた46項目について，5

段階評価を用いて評価を実施するとともに，その取組項目の

上位区分である17の「重点推進事業」ごとに評価結果をま

とめました。さらに，その結果を基に上下水道事業が目指す

4つの経営目標の達成状況を示すことにより，各レベルでの

評価・分析を行い，事業推進方針に沿った体系的な評価に努

めました。 

取組項目評価の体系 
※事業の体系は，P.37 「平成 18 年度上下水道局事業推進方針」

を参照してください。

 

（１）取組項目評価（46項目） 

以下の①から③の3つの評価基準を設定し，取組項目ごと（取組項目の中に複数の事業等がある場合は，そ

の事業ごと）に，指標値と比較した各事業の達成度を，ふさわしい評価基準に照らすことにより，Ａ～Ｅの5

段階評価を実施しました。  

 

評価基準 ①  数値目標があるもの（例：建設事業） 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

評価基準 ②  数値目標があるが，お客さまのニーズに影響を受けるもの 

（例：お客さまサービスコーナーの休日利用） 

 

 

 

 

 

 

  

評価基準① 

最新の数値が 

Ａ：目標値の100％以上 

Ｂ：目標値の80～99％   

Ｃ：目標値の50～79％ 

Ｄ：目標値の30～49％ 

Ｅ：目標値の29％以下 

※小数第1位を四捨五入する。 

評価基準② 

最新の数値が 

Ａ：目標値の100％以上 

Ｂ：目標値の80～99％ 

Ｃ：目標値の60～79％ 

Ｄ：目標値の40～59％ 

Ｅ：目標値の39％以下 

※小数第1位を四捨五入する。 
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目標値と比較 
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目標値と比較 
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－35－



 

評価基準 ③   数値目標がないもの（例：携帯端末版のホームページ新設） 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

取組項目に評価項目が複数ある場合は，「Ａ～Ｅ評価」のＡを5，Ｂを4，Ｃを3，Ｄを2，Ｅを1と数値化し，

この平均値により，Ａを4.6以上，Ｂを3.6～4.5，Ｃを2.6～3.5，Ｄを1.6～2.5，Ｅを1.5以下として評価を

実施しました（下記「評価の集約基準」参照）。 

 

 

（２）重点推進事業評価（17項目） 

取組項目は，1 つ又は関連する複数の項目をまとめて，上位区分である 17 の「重点推進事業」に分類して

いることから，重点推進事業ごとに取組項目の評価結果を集約し，Ａ～Ｅの5段階評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営目標分析（4項目） 

重点推進事業の評価結果を，それぞれの上位区分である「経営目標」ごとにレーダーチャートに示すととも

に，分析結果の概要を付記しました。 

評価基準③ 

取組の目的・効果が 

Ａ：十分に達成されている 

Ｂ：かなり達成されている 

Ｃ：そこそこ達成されている 

Ｄ：あまり達成されていない 

Ｅ：達成されていない 

評価の集約基準 

算出方法 区分 

取組項目評価結果を点数化（Ａを 5，Ｂを 4，

Ｃを 3，Ｄを 2，Ｅを 1）したその平均値 

※小数第1位を四捨五入する。 

Ａ ： 4.6 以上 

Ｂ ： 4.5～3.6 

Ｃ ： 3.5～2.6 

Ｄ ： 2.5～1.6 

Ｅ ： 1.5 以下 
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取組の目的・効果

そ
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評価結果 
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経営目標 重点推進事業 取組項目名

1 取水・導水・浄水施設の更新・改良
2 安定給水に向けた鋳鉄管の布設替え（支線）

（参考）平成18年度 上下水道局事業推進方針

3 連絡幹線の布設
4 減圧区域の給水状況の把握
5 疏水路及び施設の運用管理の強化
6 京北地域水道の再整備

8 水道施設の管路情報管理システムの構築
9 鉛管の解消

10 漏水修繕時における鉛管の取替え
11 鉛管の単独布設替え
12 直結給水の拡大
13 より安全で安心できる水づくり
14 優良試験所規範（GLP）制度導入に向けての取組
15 地域水道の水質管理業務の分担
16 工事完成図書の電子納品

18 管きょの計画的な更新
19 ポンプ場の計画的な改築・更新・改良
20 水環境保全センターの計画的な改築・更新・改良

24 市街化区域に隣接している区域等の汚水整備
25 周辺地域総合下水処理対策の推進

26 経年管の耐震性向上（取組項目18の再掲）
27 ポンプ場及び水環境保全センターの耐震性向上

28 ホームページの充実
29 お客さま窓口サービスコーナーのＰＲ活動

30 地球温暖化対策の推進による環境負荷の削減
31 未利用エネルギーの有効活用
32 下水道事業環境報告書の作成
33 水共生プランによる雨水貯留・浸透対策の推進

34 災害等危機時の応急対策拠点整備等
35 危機管理体制の強化

36 第3期効率化推進計画による上下水道事業の経営健全化
37 上下水道事業ＰＤＣＡサイクルの確立

38 保有資産の有効利用・売却
39 企業債残高の縮減
40 給与制度及び定員管理手法の検討
41 口座振替普及率の向上
42 井水使用状況の再調査による下水道使用料のより適正な徴収

44 人事制度や職員研修等の強化・充実による企業職員の資質向上

45 職員が持つ能力を十分発揮することができる環境の整備
46 友好姉妹都市との国際交流

(17)サービス精神と経営感覚
    を持つ企業職員の育成

(3)水質・水圧・情報など水道の
   質的向上

雨水幹線とポンプ場の建設による浸水対策の推進22

(4)水道未普及地域の解消 17

雨天時放流水の水質改善と合流地域の浸水解消21

(14)経営の効率化

43

Ⅲ市民とともに歩
　み，環境にやさ
　しく，災害等危
　機時に強い上下
　水道事業の推進

Ⅱ快適で衛生的な
  生活を支え，市
  民の生命と財産
　を守る下水道
　サービスの提供

Ⅳ経営基盤の強化

(13)災害等危機時における迅速な
    対応

(11)お客さまサービスの向上

(15)財務体質の強化

(7)雨水対策の推進

(9)汚水整備区域拡大と普及奨励

(6)合流式下水道の改善

業務高度情報化の推進

23

地域水道整備計画の完了に向けた事業促進

(10)下水道施設の耐震性向上

下水中の窒素，リン，色等を除去する高度処理の推進(8)高度処理の推進

(12)環境保全の取組の推進

(16)高度情報化の取組と経営情報
    の積極的な開示

(5)下水道の機能維持のための
   改築・更新・改良

(1)取水，給水の安定性の確保

(2)水道施設の耐震性向上
Ⅰ安心・安全で良
  質な水道水の安
  定的な供給

7 水道管路の耐震化
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２ 経営目標分析の結果 

 

Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給 
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(1) 取水，給水の
　 　安定性の確保

(2) 水道施設の
　　 耐震性向上

(3) 水質・水圧・情報など
　水道の質的向上

(4) 水道未普及
　　地域の解消

注　A=5，B=4，C=3
    D=2，E=1 で表示

 

 

 

 

色塗り  平成18年度
点 線  平成17 年度

ココがポイントだよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成18年度の評価結果は4項目のうち，1項目で評価結果が向上しました。ただ，依然，計画どおりに進ちょ

くしなかった工事や取組により，(4)「水道未普及地域の解消」がＣ評価となっており，今後も各工程を厳守し

て事業を進めていく必要があります。 

  

Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 
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(5) 下水道の機能維持の
　　 ための改築・更新・改良

(6) 合流式下水道の改善

(7) 雨水対策の推進

(8) 高度処理の推進

(9) 汚水整備区域
　   　拡大と普及奨励

(10) 下水道施設の
　   耐震性向上

注　A=5，B=4，C=3
     D=2，E=1 で表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年度の評価結果は6項目のうち，3項目で評価結果が向上し，前年度に比べてかなり改善したと言えま

す。 (6)「合流式下水道の改善」，(10)「下水道施設の耐震性向上」は，工事や取組の遅れによりＣ評価となっ

ていますが，全体的には予定どおり進めることができた工事の割合が多くなりました。今後は，より工程管理等

の具体的な対応策を検討，実施し，評価の低い取組を減らしていく必要があります。 
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Ⅲ 市民とともに歩み，環境にやさしい上下水道事業の推進 
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(11) お客さまサービスの
 向上

(12) 環境保全の
　　  取組の推進

(13) 災害危機時に
　    おける迅速な対応

注 A=5，B=4，C=3
　  D=2，E=1 で表示

 

色塗り  平成18年度
点 線  平成17 年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)「お客さまサービスの向上」は休日窓口の利用率が向上してきたことなどから，前年度よりも改善し，Ｂ

評価となりました。本経営目標の評価結果はＡ評価とＢ評価となっており，お客さまサービス，環境保全，災害

危機時の対応については，ほぼ予定どおり進めることができています。 

  

Ⅳ 経営基盤の強化 
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(14) 経営の効率化

(15) 財務体質の
　　　強化

(16) 高度情報化の取組と
   経営情報の積極的な開示

(17) サービス精神と
　   経営感覚を持つ

    　企業職員の育成

注 A=5，B=4，C=3
    D=2，E=1 で表示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (16)「高度情報化の取組と経営情報の積極的な開示」及び(17)「サービス精神と経営感覚を持つ企業職員の

育成」は前年度から改善し，Ａ評価となりました。本経営目標については計画どおり実施できている取組が多く，

非常にバランスの良い結果となっています。これは，平成 20 年度までの財政状況の見通しを的確に把握し，企

業改革の方向性を示す「中期経営プラン」と，平成7年度から3期にわたり取り組んできた「効率化推進計画」

を着実に実施するとともに，高度情報化の取組や企業職員の育成等にも着実に取り組んできたことによると考え

ています。 
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３ 重点推進事業評価の結果 

（１）平成16年度からの評価結果の推移 

中期経営プランに着手した平成16年度から現在の体系で事業を進めており，当初は達成又は未達成の状況

について評価していましたが,平成17年度からはＡからＥの5段階評価を実施しています。前年度からの評価

結果の推移を見ると，17項目中7項目で向上しており，その他の項目についても現状維持となるなど，全体

として良好な結果となりました。ここでは，特にそれらの評価結果の中で特徴的な項目に焦点を当てて見てい

きます。 

取組項目評価結果一覧表（平成16～18年度事業）

重点推進事業 16年度 17年度 18年度

B

B

(3) 水質・水圧・情報など水道の
　　質的向上

(7) 雨水対策の推進

(4) 水道未普及地域の解消

(5) 下水道の機能維持のため
　　の改築・更新・改良

(6) 合流式下水道の改善

(16) 高度情報化の取組と
　　経営情報の積極的な開示

(17) サービス精神と経営感覚
　　を持つ企業職員の育成

達成

(12) 環境保全の取組の推進

(1) 取水，給水の安定性の確保

達成

(14) 経営の効率化

(15) 財務体質の強化 達成

(2) 水道施設の耐震性向上

達成4
未達成1

未達成

B

C

B

(13) 災害等危機時における
　　迅速な対応

(8) 高度処理の推進

(9) 汚水整備区域拡大と普及
　　奨励

(10) 下水道施設の耐震性
　　向上

達成

達成

達成

達成

達成2
未達成1

達成

達成

達成

達成4
未達成1

-

達成

A

C

B

C

B

B

C

D

A

A

A

B

B

A

C

B

C

B

A

B

C

A

A

A

A

B

A

  

 

(11) お客さまサービスの向上 達成 C B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客さまサービスの向上は，休日のお客さま

窓口サービスコーナーの利用が向上したこと

などにより，Ｂ評価に向上しました。 

(11) お客さまサービスの向上 【向上】 

(2) 水道施設の耐震性向上 【維持】 

平成19 年度の新潟県中越沖地震において

は，水道施設の被害は5 万戸以上にも及びま

した。生活用水を確保できない状態や，下水道

を使えない状態が続き，日常生活に非常に大き

な影響がありました。 

京都市では地震に備えて水道管路の耐震化

工事を17.1 キロメートル実施するなど，着実

に整備を進めており，Ｂ評価を維持していま

す。 

(10)下水道施設の耐震性向上 【向上】 

地震に備えて経年管の管路内の調査を実施

したほか，施設の耐震性工事を計画どおり実施

したことなどにより，Ｃ評価に向上しました。

(3) 水質・水圧・情報など水道の質的向上 【維持】

鉛管取替工事をほぼ計画どおり着実に実施

し，前年度に引き続きＡ評価となりました。 

(9) 汚水整備区域拡大と普及奨励 【向上】 

 周辺地域総合下水処理対策について，大原，

鞍馬，静原，高雄地域において平成21 年度に

事業着手するための認可設計を予定どおり

完了し，Ｂ評価に向上しました。 

ココがポイントだよ！ 
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（２）平成18年度における未達成項目への対応策 

平成18年度事業に関する重点推進事業ごとの評価は，Ａ評価が7事業，Ｂ評価が7事業，Ｃ評価が3事業，

Ｄ評価とＥ評価がなし，となりました。 

Ｄ以下の評価はなく，おおむね良好な結果となりましたが，重点推進事業に包含される各取組項目の評価結

果を見ると，取組の進ちょくに問題があると考えられるものもあり，それらを分析した結果，取組が計画どお

りに実施できなかった要因として，○ア工事の遅れ，○イその他個別の要因の2つに分類して問題点を抽出し，

対応策を検討しました。 

 

ア 工事の遅れ 

工事の発注は，入札，契約に予定以上の時間が掛かるといった想定困難な原因も含め，できる限りあ

らゆるリスクを想定して，計画したことを当該年度内に遂行できるよう，計画的な発注と厳格な進ちょ

く管理等により，着実な事業の推進に努めていく必要があります。 

 

工
事
の
遅
れ
の
要
素 

・ 関係機関や地元等との協議の長期化 

・ 入札やり直しや低価格入札による調査のため，契約までの手続が長期化 

・ 他事業との工程調整による遅れ 

・ 地下埋設物の移設の遅れ 

・ 設計・施工の難易度が上昇（口径の大きい管の埋設，既設市街地での再整備等） 

・ 計画額の増額 

・ その他（設計の遅れ等） 

 

 

 

対 

応 

策 
・ 想定外の状況を見込んだ早期の発注，発注時期の厳守 

・ 工程管理，進ちょく管理の厳格化 

・ 工程の優先順位の検討，工期の短縮化 

・ 工事着手の支障となる要素の検討（関係機関，他事業等との事前調整事項，地元の動

向など） 

・ 予算策定時に十分な事前調査を行ったうえでの計画策定 

・ 設計，発注，契約事務の連携の推進や在り方の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談合の疑いのある入札や低価格入札に対しては入札の失格を含め，厳格な運用を行ってい

るため,契約に要する期間が長期化することを見込んで，これまで以上に早期の発注が必要と

なっています。 

平成18 年秋以降，全国で談合事件の摘発が増加しました。このため，国では地方公共団

体の入札契約適正化連絡会議において「地方公共団体における入札契約適正化・支援方策に

ついて」を策定し，契約適正化に向けた指導を強化していることから，契約手続に要する期

間が長期化している状況となっています。契約の適正化については，京都市においても「入

札検討委員会」及び「競争入札等運用委員会」を設け，より競争性，透明性を高め，より慎

重に契約事務を進めています。 
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イ その他個別の要因 

 

 

 

 

 

最も効率的な手段を検討し，選択していくことが重要。 

→計画前の十分な検討と，実施前の効率性や効果の再検討により，機動的な事業を実施していく。 

・水道施設での小水力発電設備は，設置予定箇所を再検討した結果，当初想定していたほどの効果が

期待できず，費用対効果が小さいことが分かり，事業を不採用とした。 

 

→局内調整を早期に行っていく必要がある。 

・工事完成図書の電子納品は，局内での調整が不十分であったため，一部の実施となった。 

 

 

 

 

 

 

（３）評価のまとめ 

以上のように，平成18年度の取組について，評価を通した検証，振り返りを行いました。 

評価結果は，平成18年度においても「工事の遅れ」が目立つ結果となりました。未達成となった取組項目

については，これまでに検討した対策を実施することなどにより，今後は着実に推進していく必要があります。

ただ,先述のとおり，全国的な傾向として，談合の疑いのある入札や，低価格入札に対する入札制度の厳格な

運用が求められており，契約に要する期間が長期化していることや，関係機関や地元等の協議が長期化する場

合があるなどの不確定な外的要因も多いことから，計画どおり工事目標を達成することは非常に困難な状況に

なっています。こうしたことから，想定外の状況を見込んで，これまで以上に早期に発注することや,計画し

た取組を着実に実行していくための工程管理が必要なことは言うまでもありませんが，併せて実現可能な計画

の策定，確実な進ちょく管理のための工程の細分化などが重要になってくるものと考えられます。 

 

上下水道事業は，水道・下水道のライフラインを途絶えることなく維持・運営することにより，市民の皆さ

まに安心・安全をお届けしています。そのために必要な事業，取組を，必要な時期までに適切に実施，完成さ

せ，市民サービスを提供してくことが，上下水道局の使命と言えます。今後とも，取組項目評価を活用するこ

とで，事業の適切な運営と事業の効率的な推進に努めていきます。
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参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度

2006 普及率(%) 
水道が利用されている状況を示す。高い方

が良い。 

京都市内でほぼ 100％
の給水を提供している。 

99.9 99.9 99.9 99.9

2101 経年化浄水施設率(%) 
法定耐用年数（コンクリート構造物の場合：

60 年）を経過した浄水施設の割合により施設
の更新状況を示す。低い方が良い。 

法定耐用年数を超えた
浄水施設はない。 

0.0 0.0 0.0 0.0

2102 経年化設備率(%) 
法定耐用年数（平均で 10～20 年）を経過し

た機械・電気設備の割合により設備の更新状
況を示す。低い方が良い。 

機械・電気設備の更新・
改良により，経年化した設
備の割合は減少している。

41.4 34.5 34.5 31.0

2103 経年化管路率(%) 
法定耐用年数を経過した管路の割合により

管路の更新状況を示す。低い方が良い。 

管路の改築・更新を進め
ているが，経年化した管路
の割合は増加している。 

3.8 4.4 4.9 6.1

5102 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率(%) 
強度の高い管の使用割合により管の安全

性・効率性を示す。高い方が良い。 

劣化の進んだ鋳鉄管の
布設替えを順調に進めて
おり，着実に増加している。

69.8 70.1 70.4 70.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蹴上浄水場低区配水池改良工事（Ⅰ(1) - 1）              蹴上浄水場低区配水池内部の様子（Ⅰ(1) - 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給
（１） 取水，給水の安定性の確保

    配水管（鋳鉄管）の布設替工事               菱川北減圧施設監視設備（○印の部分）（Ⅰ(1) - 4） 

（内径30 センチメートル）（Ⅰ(1) - 2） 
 



Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給 

 

 

重点推進 
事業評価 （２） 水道施設の耐震性向上 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ７   

事業の目的 
幹線及び支線配水管の布設や布設替え時に耐震継手6を使用することに

より，地震等の災害に強い配水システムの構築を図る。 

 

B 
評価結果の

概 要 

水道管路の耐震化については，計画延長19.2km に対して 17.1km の実施にとどまったため，
前年度に引き続き B 評価となった。 

番号 取組項目名 実績 評価
結果

評価
基準取

組
項
目7 水道管路の耐震化 耐震化工事17.1km 実施（計画 19.2km） B ① 

評価結果の 
説明・分析 

・ 水道管路耐震化の当初 20.3km の事業計画については，地元及び警察との協議に時間を要

したことや，入札に時間を要したことから，配水管の耐震化事業費及び延長の見直しを実施

し，計画を 19.2km に変更したが，17.1km の実施にとどまった。 

課題及び 

今後の取組 

・ 平成 16 年度から平成 20 年度までの 5 箇年で，水道管路 109.3ｋｍの耐震化を実施していく

（平成18 年度末までに 57.4ｋｍを施工済み）。 

 
 

参 考 

 

 

ロックリング 

ロックリングしん出し用ゴム 

挿し口突部 

 

 

ゴム輪  

 

 

 

 

                                     NS 形（耐震継手）の模式図（継手部分を拡大して図示） 

 

 

配水管布設替工事（内径15 センチメートル）NS 形（耐震継手）   

 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

2210 管路の耐震化率(%) 
水道管路が耐震化されている状況

を示す。高い方が良い。 

耐震化工事を進めている
が，依然として低い水準に
ある。 

4.4 4.9 5.5 5.9
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Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給
（２） 水道施設の耐震性向上

 
水道施設の震災対策（イメージ） 
 

 

 

 

地震が起きても水道水を 
確保できるように， 

あらゆる面から備えているね！ 

1 つの疏水が使えなくな
っても，もう 1 つの疏水
から取水します。 

ポンプ施設 

お客さま

琵琶湖

琵琶湖疏水
第１疏水 

第２疏水

浄水場 配水池 

配水池 

・ 緊急遮断弁の設置 
（16箇所に設置済み）

・ 耐震管の整備 

・ 耐震継手の採用 

・ 受電の２系統化

・配水池容量の増強 
・平成9～18年度の10年間で， 
容量を約1.3倍に増強 

・1日平均給水量の半分程度の 
容量（約31万トン）があります。 

・ 応急貯水槽の設置

・ 耐震性を考慮した浄水施設の更新

・ ポンプ施設の耐震性向上 

・ 自家発電設備の設置 

・浄水場間の連絡幹
線布設 

・広域連絡管の布設 

日常供給されている電源
系統が使えなくなっても，
予備の系統から電力が 
供給されます。 

配水管が破損した場合，配水池
からの水の流出を防ぎ，配水池
の水道水を市民の皆さまに提供
できるようにします。 

災害時にはここで飲料水をお
配りしたり，ここから飲料水を車
両で輸送したりして，市民の皆
さまに飲料水を提供します。 

1 つの浄水場が使えなく
なっても，他の浄水場や
京都府営水道からも水
が届きます。 
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Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給 

 

重点推進 
事業評価 （３） 水質・水圧・情報など水道の質的向上 

重点 
推進 

事業名  取組項目No. ８ ～ No. １６   

事業の
目的 

水道施設の多くが更新時期を迎えているなかで，水道施設の管路情報システム
の構築，鉛管の解消，直結給水の拡大等により，水道サービスの質的向上を図る。 

 

Ａ 
評価結果の 

概 要 
水道の質的向上については，工事完成図書の電子納品が一部未実施となったが，各々の取

組内容を推進することができたことから，前年度に引き続きＡ評価となった。 

番号 取組項目名 実績 評価
結果

評価
基準

8 
水道施設の管路情報管理シ
ステムの構築 給水装置情報の運用開始，管網機能の実施 A ① 

9 鉛管の解消 解消件数 10,032 件 （計画 12,000 件） Ｂ ① 

10 
漏水修繕時における鉛管の
取替え 

取替件数  2,531 件 （計画  2,000 件） A ① 

11 鉛管の単独布設替え 布設替件数1,976 件 （計画  2,000 件） Ｂ ① 

12 直結給水7の拡大 前年度より 54 件拡大 A ③ 

13 
より安全で安心できる水づく
り 水質基準不適合率 0％ A ③ 

14 
優良試験所規範(GLP)8制度
導入に向けての取組 

品質管理マニュアル完成，平成19 年1 月認定取得 A ③ 

15 
地域水道の水質管理業務の
分担 

水質異常時の検査を 1 件実施 A ③ 

取
組
項
目 

16 工事完成図書の電子納品 設備工事関係100％実施，土木・建築工事関係の一部を実施
（目標 土木・建築関係試行実施） Ｃ ③ 

評価 
結果の 
説明・
分析 

 
8 水道施設の管路情報管理システムの構築は，給水系の運用を開始した。また，新山科低区を対象に，管網

解析機能の開発を実施した。 
9 鉛管の解消は，新たに鉛管の単独取替えを 1,976 件実施したが，目標の 12,000 件には至らなかった。 

10 漏水修繕時における鉛管の取替えは，平成18年度給水補助管漏水防止修繕において漏水発生率の低減と
鉛の溶出に対する水質基準強化への対応を図るため，水道メーター上流部の管種をHIVP9に積極的に変更
を行い，目標の 2,000 件を上回る 2,531 件の取替えを実施した。 

11 鉛管の単独布設替えは，道路部分の 1,976 件の鉛管の解消を図ったが，わずかに目標まで至らなかった。 
12 直結給水の拡大は，平成17 年度の 260 件からは 54 件（21％）の増加を図ることができ，目的を達成できた。
13 より安全で安心できる水づくりは，1 年を通じて粉末活性炭による生ぐさ臭,かび臭の原水臭気の脱臭処理を

行った。また,低濁度高pHの原水水質に対応するため，水質状況に応じて，硫酸ばんどとポリ塩化アルミニウ
ム10の併用抽出や，注入率の強化を実施した。 

14 優良試験所規範(GLP)制度導入に向けての取組は，品質管理マニュアルを作成し，平成 19 年 1 月 23 日に
全国1,602 箇所ある水道事業体の中で 15 番目，京都府下では最初の認定取得となった。 

15 地域水道の水質管理業務は，地域水道の水質異常時の検査についてすべて実施することとしており，生物
等試験を 1 件実施した。 

16 工事完成図書の電子納品は，設備工事関係は 100％実施した。土木・建築工事関係の暫定的な電子納品要
領書（案）を策定し，2 億円以上の工事で工事記録写真のみを実施したが試行実施にまでは至らなかった。 

 

課題 

及び 

今後の

取組 

 
8 水道施設の管路情報管理システムの構築は，システムの機能改良及びデータベースの更新及び精度向上

を進め，管網解析機能の拡充に取り組んでいく。 
9 鉛管の解消は，平成19 年度も単独事業として，鉛管解消工事を年間2,000 件程度実施（予算額4 億円）し，

継続して鉛管の解消を促進していく。 
10 漏水修繕時における鉛管の取替えの積極的推進は，漏水の発生状況が取替件数に大きく影響するが，今

後も積極的な取替工事の推進に努めていく。 
11 鉛管の単独布設替えは，平成18 年度から平成20 年度までの 3 箇年で 6,000 件の実施を予定している。 
12 直結給水の拡大は，当面は現行制度のなかで直結給水の普及促進を図っていく。 
13 より安全で安心できる水づくりは，効率的に浄水処理を行うたとともに，将来導入を予定している高度処理施

設の効果を高めるため，pH 調整設備設置等の検討を進める。 
14 優良試験所規範(GLP)制度導入に向けての取組は，平成 19 年度に品質管理マニュアル等の見直しを行う。

さらに，信頼性の保証を維持し，導入範囲の拡大に取り組んでいく。 
15 地域水道の水質管理業務は，水質異常時の水質検査を水質第1 課で年間を通じて実施していく。 
16 工事完成図書の電子納品は，土木・建築工事関係について，上下水道局で統一した仕様書を作成する必要

があり，仕様書の作成及びスケジュールを調整し，試行実施を行う。  
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Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給
（３） 水質・水圧・情報など水道の質的向上

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度

1104 水質基準不適合率(%) 
水質基準への適合割合により，水道水の

安全性を示す。0 である必要がある。 

原水の水質悪化により，平
成 16 年度は臭気物質につい
て基準を超える値が測定され
たが，平成 17，18 年度は適合
していた。 

0.0 0.9 0.0 0.0

1105 かび臭から見たおいしい水達成
率(%) かび臭に関する水質基準への適合
割合により，水道水のおいしさを示す。高
い方が良い。 

原水の水質悪化により平成
16 年度は低かったが，平成
17，18 年度は大幅に改善し
た。 

－ 0 88 90

1110 重金属濃度水質基準比(%) 
水質基準に対する重金属の検出状況に

より，水道水の安全性を示す。低い方が良
い。 

年変動がみられるが，比較
的低い数値で推移している。 

3 7 0 0

1115 直結給水率(%) 
受水槽を経由せず，配水管から直接給

水されている割合を示す。高い方が良い。 

横ばいで推移しているが，
数値は比較的高い水準にあ
る。 

96.5 96.5 96.5 96.5

1117 鉛管率(%) 
鉛製の給水管の残存割合を示す。低い

方が良い。 

取替えを推進しているが，
依然として高い残存率である。

54.1 51.8 49.7 47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     水道管路情報管理システム（Ⅰ(3) - 8）          水質試験（ICP質量分析装置11）の様子（Ⅰ(3) - 13） 

 

 

 

 

 

鉛管を HIVP 管に取替え  

 

 

 

 

鉛管の解消（Ⅰ(3) – 9,10,11） 
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Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給 

 

重点推進 
事業評価 （４） 水道未普及地域の解消 重点推進 

事業名 

 取組項目No. １７   

事業の目的 

市内周辺地域における水道未普及地域の早期解消を図り，安全な水を安
定して供給する。京北地域については，簡易水道12施設及び飲料水供給施
設13の再整備を図り，施設の効率化を進める。 

 

C 
水道未普及地域の解消については，工事の一部が計画どおり進ちょくできなかったため，前

年度に引き続き C 評価となった。 
評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

広河原・花脊簡易水道整備工事実施中 【目標比81％】 Ｂ ① 

久多簡易水道整備工事実施中 【目標比75％】 Ｃ ① 

取
組
項
目 

地域水道整備計画の完

了に向けた事業促進 
17 

Ｄ ① 別所・百井簡易水道整備工事実施中 【目標比46％】 

・ 広河原・花脊簡易水道は，工事に際して地元との調整に時間を要したため，当初は 27％まで

実施する予定であったが 22％となり，工事費の残額は翌年度へ繰り越すこととなった。 

 

・ 久多簡易水道は，工事に際して地元との調整に時間を要したため，当初は 55％まで実施す

る予定であったが，41％となり，工事費の残額は翌年度に繰り越すこととなった。 
評価結果の 
説明・分析 

 

・ 別所・百井簡易水道は，実施設計については平成 19 年 3 月に完了した。工事については地

元及び関係機関との調整に時間を要したため，当初は 13％まで実施する予定であったが

6％にとどまり，工事費の残額は翌年度に繰り越すこととなった。 

・ 広河原・花脊簡易水道は，平成20 年度中に整備工事完了の予定 

・ 久多簡易水道は，平成20 年3 月末に完成する予定 課題及び 

今後の取組 ・ 別所・百井簡易水道は，平成20 年度中に整備工事完了の予定 

※なお，上記全ての簡易水道は，平成20 年度中に給水開始予定 

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

平成 9 年度から整備を
進めており，平成 16 年度
には鞍馬・貴船，小野郷で
給水を開始し，数値が増
加した(普及率は，給水開
始により増加する。)。 

（独自指標） 地域水道普及率 (%) 
地域水道の普及状況を示す。高い方

が良い。 52 80 80 80
※地域水道普及率＝（地域水道給水人

口／地域水道整備区域内人口）×100 
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Ⅰ 安心・安全で良質な水道水の安定的な供給
（４） 水道未普及地域の解消

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配水管布設工事 (広河原・花脊簡易水道)             配水管布設工事 (広河原・花脊簡易水道) 

(矢印の部分) (Ⅰ(4) – 17)                          (Ⅰ(4) – 17) 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 

 

重点推進 
事業評価 （５） 下水道の機能維持のための改築14・更新・改良 重点推進 

事業名 

 取組項目No. １８ ～ No. ２０  

事業の目的 

耐用年数を経過した下水道の管きょ及び水環境保全センター等の老朽化
施設を診断，調査し，機能維持及び向上を図りながら，改築・更新・改良を進
める。 

 

B 
下水道の機能維持のための改築・更新・改良については，管きょの更新は工事に遅れが生

じたが，ポンプ場及び水環境保全センターの計画的な改築・更新・改良を図り，前年度に引き続
き B 評価となった。 

評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

A ① 経年管の管路内調査11.3km（計画 7km） 
18 管きょの計画的な更新 

E ① 更新0km(計画2km) 

19 
ポンプ場の計画的な改

築・更新・改良 
3 件実施（目標3 件） A ① 

鳥羽水環境保全センター 9 件実施（目標13 件） Ｃ ① 

伏見水環境保全センター 4 件実施（目標4 件） Ａ ① 

取
組
項
目 

水環境保全センターの計

画的な改築・更新・改良 
20 

Ｃ ① 石田水環境保全センター 9 件実施（目標13 件） 

18 管きょの計画的な更新は，管路内調査は計画を上回る 11.3km 実施した。改築・更新工事は

工事着手に至るまでの地元，警察等関係機関との協議，調整等に相当の時間を要し，計画ど

おり完了できなかった。 

19 ポンプ場の計画的な改築・更新・改良は，予定どおり 3 件実施できた。 

20 水環境保全センターの計画的な改築・更新・改良は，鳥羽，伏見，石田の各水環境保全セン

ターの改築・更新において，ほぼ計画どおり実施した。ただし,

評価結果の 
説明・分析 鳥羽ではJ-K系最初ちんでん

池電気室改築工事，第 2 ポンプ棟耐震補強工事等が既存施設の改造場所や補強方法等の

設計に時間を費やしたことにより，繰越しが 4 件発生した。石田では，A系最初ちんでん池，

場内整備の 4 件が耐震基準の見直しにより，設計に遅れが生じたため，計画どおり完了する

ことができなかった。 

18 管きょの計画的な更新は，できるだけ早期に調査を開始するなど，早期発注に向けて努力

し，引き続き老朽化施設の計画的な改築・更新を実施していく。 

19 ポンプ場の計画的な改築・更新・改良は，下水道施設を 1 日も止めることなく稼働させるた

め，引き続き効率的に進めていく。 

課題及び 

今後の取組 

20 水環境保全センターの計画的な改築・更新・改良は，既存施設との調整に時間を必要とする

工事であるため，早期に設計作業を行い，早期発注に努める。 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供
（５） 下水道の機能維持のための改築・更新・改良

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

Qs6施設の老朽化率（ポンプ場設備） (%) 設備の導入時期等によ
り，数値は変動するが，老
朽化したポンプ設備の割
合が増えている。 

法定耐用年数を経過したポンプ場主要設
備の割合により設備の更新状況を示す。低い
方が良い。 

26.9 24.5 34.2 39.4

Qs7 施設の老朽化率（処理場設備） (%) 
施設の更新・改良によ

り，老朽化した設備の割合
は減少している。 

法定耐用年数を経過した処理場主要設備
の割合により設備の更新状況を示す。低い方
が良い。 

61.3 60.6 60.6 59.5

Qs9 老朽管路又は管きょ改善率 (%) 管路又は管きょの改築・
更新を進めており，改築・
更新したそれらの割合は
増加している。 

法定耐用年数を経過した管路又は管きょ
の割合により，それらの改築・更新状況を示
す。高い方が良い。 

51.9 55.0 58.5 63.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経年管の更新 

経年管の更新 （内径30 センチメートル） （Ⅱ(5) - 18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田ポンプ場                                        伏見水環境保全センター                   
3 号雨水ポンプ原動機機械設備 （Ⅱ(5) - 19）                  加圧浮上濃縮機械設備 （Ⅱ(5) - 20）        
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 

 

重点推進 
事業評価 15（６） 合流式下水道 の改善 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ２１   

事業の目的 

雨天時における公共用水域への下水道からの越流水16による水質汚濁を
抑えるため，鳥羽処理区，伏見処理区等の合流式下水道の改善事業を進め
る。 

 

C 
合流式下水道の改善については，伏見大手筋地域，西部山ノ内地域の貯留型増補幹線工事

を計画どおり実施できず，前年度に引き続き C 評価となった。 
評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

堀川流域 
・堀川中央幹線実施 【目標比97％】 
・西堀川5 号・6 号分流幹線実施 【目標比93％】 

B ① 

伏見大手筋地域 地元等との協議実施 E ① 
貯留型増補幹線17の建設 

西部山ノ内地域 工事着手，発進立坑の築造完了 E ① 

取
組
項
目 21 

A ① 鳥羽処理区Ts4，Ts20 スクリーンの設置完了 雨水吐スクリーンの設置 

 
堀川流域・ 貯留型増補幹線の建設は， では堀川中央幹線をほぼ予定どおり実施できた。西

堀川5号・6号分流幹線は，既存の地下埋設物企業者との協議，移設，地元との調整に時間

を要し計画から遅れが生じた。伏見大手筋地域
評価結果の 

では,地元との協議に時間を要し，工事には

着手したものの計画どおり実施ができなかった。西部山ノ内地域説明・分析 は，立抗用地の地元調整と

地下埋設物の切回しなどの協議や移設に時間を要したため，工事には着手したが，計画ど

おり実施できなかった。 

・ 雨水吐スクリーンの設置は，鳥羽処理区Ts4 と Ts20 スクリーンを計画どおり設置した。 

・ 貯留型増補幹線の建設は，堀川流域では堀川中央幹線は平成 15 年度のNTTとう道との接

触事故による工事中断の影響により，当初計画から遅れが生じていたが，堀川水辺環境整

備事業に影響を及ぼさないよう，進ちょくを図っている。伏見大手筋地域は，地下水影響調

査を実施しており，その結果により協議を進め，工事に着手していく。西部山ノ内地域は，発

進立坑の築造は完了しており，平成20年度の完成に向けて，工程管理，施工指導を徹底し

ていく。 

課題及び 

今後の取組 

・ 雨水吐スクリーンの設置は，今後も予定どおり設置を進めていく。 

※平成16年度に策定した「合流式下水道緊急改善計画」に基づき，引き続き増補幹線の建

設と雨水吐へのスクリーンの設置を行い，平成 20 年度の合流式下水道改善率 31.3％を

目指す（下記 E70 参照）。 
 

参 考  
 
関連するガイドライン指標等 
 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

E70 合流式下水道改善率(%) 
整備を進めており，増加

傾向にある。 
11.9 12.3 13.1 13.1合流式下水道改善対策の整備済面積

の割合を示す。高い方が良い。 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供
（６） 合流式下水道の改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 内径6 メートル（Ⅱ(6) - 21） 合流式下水道の仕組み（Ⅱ(6) - 21）             堀川中央幹線二次覆工

 

             

※スクリーンにより，きょう雑物の河川への流出を減らし 

ます。きょう雑物は水環境保全センターへ送ります。 

 

 

 

 

 

 

 

スクリーンで汚水に
混ざっているゴミな
どをろ過します。 

ろ過された下水
は河川へ流れて
いきます。 

スクリーン

      雨水吐スクリーンのしくみ（Ⅱ(6) - 21）              鳥羽処理区雨水吐（Ts20）スクリーン（Ⅱ(6) - 21） 

 

○合流式下水道の改善 

合流式下水道とは，汚水と雨水とを 1 本の下水道管で流す方式の下水道のことで，汚水整備と浸水対策を同時
に行うことができるため，早くから下水道を整備している大都市で主に採用され，早期の下水道整備に大き
く貢献してきました。京都市では旧市街地を中心として処理区域の約４割を合流式で早くから整備しました。この
方式では，雨天時に下水道管や水環境保全センターの能力を超えると，十分に処理していない下水やごみが河川
に放流され，河川の水質，景観，生態系等に悪影響を及ぼすことになります。 

そのため，京都市では①汚濁負荷量の削減，②雨水吐放流回数の削減，③きょう雑物（ごみ）流出防止の改善
目標を掲げ，合流式下水道の改善対策に積極的に取り組んでいます。 

具体的には，下水管路や水環境保全センターにおいて雨天時下水を一時的に貯めておく施設（貯留施設）を整
備するとともに，雨水吐の改造・統廃合やスクリーンの設置など，既存施設を有効に活用した対策を進めていま
す。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(参考)分流式下水道とは 合流式下水道のしくみ 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 

 

重点推進 
事業評価 （７） 雨水対策の推進 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ２２   

事業の目的 

浸水被害が発生している有栖川流域等において，河川改修と連携し，雨水幹
線19，雨水調整池20及び有栖川ポンプ場を建設する。また，桂・一ノ井地区の雨水
整備を進めるとともに，総合的な治水対策による治水安全度の向上を図る。 

 

Ｂ 
雨水幹線及び雨水ポンプ場の建設による浸水対策の推進については，ほぼ計画どおり実施

でき，前年度に引き続き B 評価となった。 
評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

桂・一ノ井地区雨水幹線整備実施 【目標比96％】 B ① 
雨水幹線建設による浸水
対策の推進 

西羽束師川雨水幹線ゲート設備等の整備完了 A ① 

和泉ポンプ場 
・調整池整備実施 【目標比90％】 
・既設樋門21撤去実施  

B ① 

取
組
項
目 

22 

雨水ポンプ場の建設によ
る浸水対策の推進 

A ① 有栖川ポンプ場機械・電気設備工事等の完了 

桂・一ノ井地区雨水幹線整備・ 雨水幹線建設による浸水対策の推進は， のうち桂・一ノ井等準

幹線は地元調整や道路占用，地下埋設物の移設に時間を要したことから着手が遅れている

が，桂2 号幹線・一ノ井幹線についてはほぼ予定どおり実施できた。 
評価結果の 

西羽束師川雨水幹線ゲート設備等の整備
説明・分析 は，予定どおり完了した。 

・ 雨水ポンプ場の建設による浸水対策の推進は，和泉ポンプ場の調整池整備は低価格入札

に関する調査に時間を要したがほぼ予定どおり実施でき，既設樋門撤去は予定どおり実施

できた。有栖川ポンプ場の機械・電気設備工事は予定どおり完了した。 

・ 雨水幹線建設による浸水対策の推進は，桂・一ノ井地区

課題及び 

今後の取組 

及び西羽束師川第 1 排水区準幹線

工事を継続して実施する。 

・ 雨水ポンプ場の建設による浸水対策の推進は，和泉ポンプ場の調整池整備及び既設樋門

撤去はともに，平成19 年度に完了する予定である。 
22※平成20 年度の雨水排水整備率（10 年確率降雨 対応） 22.4％を目指す（下記U10 参照）。

 

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

京都市では，10 年確率の降
雨規模に対して，雨水整備を
進めている。 

U10 雨水排水整備率(%) 
雨水排水整備の計画面積に対し

て，どの程度整備が進んでいるかを
示す。高い方が良い。 

3.6 6.5 8.8 11.9
雨水排水整備を順調に進め

ており，着実に増加している。  
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供
（７） 雨水対策の推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一ノ井１号幹線工事 二次覆工                      有栖川ポンプ場 （Ⅱ(7) – 22） 
内径2.2 メートル （Ⅱ(7) – 22）               

 

 

桂川 

桂川小 

桂２号幹線 

桂３号幹線 

桂４号幹線 

桂１号幹線 

阪急嵐山線 

上桂 

N EW
S

N

桂2 号準幹線 

松尾大社 

一ノ井３号幹線

一ノ井１号幹線

一ノ井準幹線 

松尾中 

松尾橋 

嵐山東小 

阪急嵐山線 

嵐山

嵐山東公園 

桂 

川

松尾 

N E W
S

N

四条通 

主な雨水対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

桂地区の雨水整備 （Ⅱ(7) – 22）              一ノ井地区の雨水整備 （Ⅱ(7) – 22） 

雨水幹線 
地下に埋設した下水道管に
雨水を貯めることができま
す。浸水が起こりやすい西
羽束師川や有栖川流域など
に設置しています。 

雨水調整池 
地下に雨水を一時的に貯め
られる施設です。 
蜂ケ岡中学校や和泉ポンプ
場の地下にあります。 

河 川 

雨水ポンプ施設 
河川の水位が下がってか
ら，雨水幹線を流れてき
た雨水をポンプでくみ上
げ，川へ放流します。 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 

 

重点推進 
事業評価 23（８） 高度処理 の推進 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ２３   

事業の目的 

市内河川の水環境保全と阪神圏 1,100 万人の水道水源としての良質な水
の確保等のため，水環境保全センターの改築・更新に併せて下水中の窒
素，リン，色を除去するため，水処理施設の高度処理化を図る。 

 

A 
高度処理の推進については，石田水環境保全センターの A 系高度処理施設（1/2 系列）工事

が完成し，前年度を上回る A 評価となった。 
評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

取
組
項
目 

下水中の窒素，リン，色
等を除去する高度処理の
推進 

石田水環境保全センターの A 系高度処理施設 23 A ① （1/2 系列）工事完了 

評価結果の 
・ 石田水環境保全センターの A 系高度処理施設（1/2 系列）は予定どおり実施できた。 

説明・分析 

・ 石田水環境保全センターのA系高度処理施設は，1/2系列に引き続き2/2系列を平成19年

3 月に前倒しで発注済みであり，平成19 年度内に完成させる予定 課題及び 

今後の取組 ・ 平成20年度の高度処理対応率19.3％を達成したが，引き続き水処理施設の高度処理対応を

図るよう，整備を進める（下記 E60，独自指標参照）。 
 

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度
E60 環境基準達成のための高度処理人
口普及率(%) 高度処理の整備

を順調に進めてお
り，着実に増加して
いる。 

高度処理が必要な区域の人口に対し，高
度処理を実施している区域内の人口の割合
により，高度処理整備の進ちょく状況を示す。
高い方が良い。 

38.0 42.3 42.3 44.0

（独自指標） 高度処理対応率(%) 
全処理能力のうちの平均高度処理能力の

割合により，高度処理整備の進ちょく状況を
示す。高い方が良い。 

高度処理の整備
を順調に進めてお
り，着実に増加して
いる。 

14.2 15.9 18.9 19.3
※高度処理対応率＝（平均高度処理能力☆

／全処理能力）×100 
☆平均高度処理能力＝（リン除去能力＋窒

素除去能力＋色除去能力）/3 
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（８） 高度処理の推進 

 

 ＜高度処理＞ 

水中の窒素やリンはプランクトンの栄養源となり，

プランクトンが増殖すると赤潮が発生する原因とな

ります。 

大阪湾などの閉鎖性水域では特に窒素やリンの

濃度が高くなりやすいため，上流の京都市では，下

水の水質に適した，いずれかの高度処理を取り入

れ，よりきれいな水にして河川へ放流しています。 

 

 石田水環境保全センター（Ⅱ(8) – 23）

＜京都市で導入している高度処理方法＞ 

① ステップ流入式多段硝化脱窒法 【窒素除去】  

   石田水環境保全センターＡ系1/2 系列運転中，2/2 系列施工中， 
鳥羽及び吉祥院水環境保全センターで運転中 

 

 

 
最  初 最  終

ちんでんち んでん池 池

 

 

 

 

 好気槽 無酸素槽  好気槽  無酸素槽  

        

  

活性汚泥が硝酸，亜硝酸
を消費し，窒素ガス(N2)を
大気中に放出します。 

活性汚泥が酸素を利用し
て，有機物の分解とアンモ
ニアの硝化を行います。 

活性汚泥が硝酸，亜硝酸
を消費し，窒素ガス(N2)を
大気中に放出します。 

活性汚泥が酸素を利用し
て，有機物の分解とアンモ
ニアの硝化を行います。 

 

② 嫌気－好気活性汚泥法 【リン除去】  鳥羽，伏見水環境保全センターで運転中 

③ 嫌気－無酸素－好気法 【窒素とリンの同時除去】 鳥羽水環境保全センターで運転中 

 

窒素とリンの除去方法 

微生物が持つ①の窒素除去及び②のリン除去という2 つの働きをうまく利用することにより，
窒素を大気へ放出することと，リンを汚泥として除去することを，同時に実現しています。 

【窒素とリンの同時除去】   

 

嫌気槽と好気槽を順に配列すると，微生物は好気槽でリンをたくさん食べます。リンをたくさん
食べた微生物は，最終ちんでん池で沈められ，リンは汚泥として下水から除去されます。 

【リン除去】 

 

無酸素槽（酸素のない水槽）にアンモニアの硝化によって生じた硝酸，亜硝酸が流入すると，下
水に含まれる汚泥中の微生物が硝酸，亜硝酸を消費し，空気中の窒素と同じ分子状の窒素(N2)が生
じます。この窒素は気体となって大気中に放出されます。 

【窒素除去】  
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重点推進 

  

事業評価 （９） 汚水整備区域拡大と普及奨励 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ２４ ～ No. ２５  

事業の目的 

市街地隣接地域の汚水整備及び周辺地域総合下水処理対策の推進によ
り，周辺地域の住民の健康で快適な生活の確保をはじめ，下流域さらには観
光地における水環境の保全等を図る。 

 

Ｂ 
汚水整備区域拡大と普及奨励については，市街化区域に隣接している区域等の汚水整備が

計画どおり拡大できなかったものの，周辺地域総合下水処理対策の推進をほぼ実施でき，前
年度を上回るＢ評価となった。 

評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

洛北第3 区画整理事業関連等の汚水整備 0（11）ha 
市街化区域に隣接してい
る区域等の汚水整備 

24 （計画 6（11）ha） 【目標比65％】  
※括弧内は前年度からの繰越工事 

Ｃ ① 取
組
項
目 

周辺地域総合下水処理
対策の推進 A ③ 大原，鞍馬，静原，高雄地域の認可設計を完了 25 

 

24 市街化区域に隣接している区域等の汚水整備は，平成 18 年度は岩倉，横大路地区の区画

整理事業区域内及び久我地区等で6haの汚水整備を行う計画であった。前年度に区画整理

事業の進ちょくの遅れや，地元調整，地下埋設物の移設等で実施できなかった 11ha は平成

18 年度内にすべて完了し，下水道普及率(京北地域を含む。) は計画どおり 99.1％となっ

た。 

評価結果の 
説明・分析 

25 周辺地域総合下水処理対策の推進は，平成 21 年度に下水道の整備事業に着手するため，

具体的な作業に取り組む中で，平成19 年度の認可取得に向けた認可設計を完了した。 

24 市街化区域に隣接している区域等の汚水整備は，整備可能な工事区域が判明次第，整備

困難地区の解決分も含めて，発注可能な物件については，上半期での発注を行い，年度

内の完成に向けて早期着手，綿密な工程管理，施工指導を行う。 課題及び 

今後の取組 25 周辺地域総合下水処理対策の推進は，平成19年5月に「京都市北部地域等総合下水処理

対策」を策定した。今後，平成 21 年度の事業着手に向けて，事業認可取得，実施設計等の

取組を着実に推進していく。 

参 考 
 
関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度

CI140 水洗化率(%) 
微増傾向であるが，ほ

ぼ 100％に近い水準にあ
る。 

総人口に占める水洗化人口（下水道及
び個別浄化槽，合併浄化槽による衛生処
理を含む）を示す。高い方が良い。 

99.0 99.1 99.2 99.2

CI130 人口に対する普及率(%) 
平成17年度に京北町合

併により減少したが，ほぼ
100％に近い水準にある。

総人口に占める公共下水道処理区域
内の人口を示す。高い方が良い。 

99.3 99.3 99.1 99.1

※平成17年度以降は京北地域を含む。 
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（９） 汚水整備区域拡大と普及奨励

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水整備①岩倉（その 55） 掘削状況（Ⅱ(9) – 24）      汚水整備②岩倉（その 55） 本管埋設状況（Ⅱ(9) – 24） 
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Ⅱ 快適で衛生的な生活を支え，市民の生命と財産を守る下水道サービスの提供 

 

重点推進 
事業評価 （１０） 下水道施設の耐震性向上 重点推進 

事業名 

 取組項目No. ２６ ～ No. ２７   

事業の目的 
経年管の改築・更新及びポンプ場，水環境保全センターの電気設備の地

上化により，耐震性の向上を図る。 

 

C 
下水道施設の耐震性向上については，経年管の調査を計画どおり進めたことなどにより，前

年度を上回るＣ評価となった。 
評価結果の

概 要 

番号 取組項目名 実績 評価 評価
結果 基準

A ① 経年管の管路内調査11.3km（計画 7km） 
経年管の耐震性向上 

26 
（取組項目18 の再掲） 

更新0km(計画2km) E ① 
取
組
項
目 

鳥羽水環境保全センター（目標 3 件完了） 
ポンプ場及び水環境保全
センターの耐震性向上 

・E-H 系最終ちんでん池電気棟新築完了 
D ① 27 

・J-K 系最初ちんでん池電気室改築実施 
・第2 ポンプ棟耐震補強実施 

26 経年管の耐震性向上は，管路内調査は計画を上回る11.3km実施した。改築・更新工事は工

事着手に至るまでの地元，警察等関係機関との協議，調整等に相当の時間を要し，計画ど

おり完了できなかった。 

E-H系列27 ポンプ場及び水環境保全センターの耐震性向上は，鳥羽水環境保全センターの評価結果の 
説明・分析 最終ちんでん池電気棟新築が完了した。J-K系最初ちんでん池電気室改築工事は，当初予

定していた以外の耐震設計を組み込む必要が生じたことから，設計に時間を費やし，発注ま

での実施となった。第 2 ポンプ棟耐震補強工事は，既存施設との接合部分の施工方法を変

更したことから，工事は実施したものの完了にまで至らなかった。 

 

26 管きょの計画的な更新は，できるだけ早期に調査を開始するなど，早期発注に向けて努力

し，引き続き老朽化施設の計画的な改築・更新を実施していく。 

 

27 ポンプ場及び水環境保全センターの耐震性向上は，既存施設との調整に時間を必要とする

事業であるため，早期に設計業務を行い，早期発注に努める。 
課題及び 

今後の取組 
 

※下水道施設は市民サービスの観点から，1 日も止めることなく稼働させる必要があるため，

引き続き経年管の更新と水環境保全センター等の改築・更新を効率的に進めていくなか

で，今後も計画的な耐震化の推進を図る。 
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（１０） 下水道施設の耐震性向上

参 考 
 

関連するガイドライン指標等 

指標名と説明 数値の傾向 15年度 16年度 17年度 18年度
Ot40 施設の耐震化率（建築）(%) 

耐震化工事を進めてお
り，数値は着実に増加して
いる。 

耐震補強が必要な施設（建築）のうち，補
強を完了した施設の割合により，耐震化の
実施状況を示す。高い方が良い。 

38.0 46.0 53.8 69.2

Qs15 管路耐震化率(%) 
耐震化工事を進めてお

り，数値は着実に増加して
いる。 

管路耐震補強が必要な避難施設のうち，
補強を完了した施設数の割合により，耐震
化の実施状況を示す。高い方が良い。 

35.8 38.8 41.8 46.3

 

  

 
 

地震が起きても下水道の機能を 
    維持できるように， 

あらゆる面から備えているね！ 

下水道施設の震災対策（イメージ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 受電の２系統化 
お客さま 

・ 経年管の改築・更新

による耐震管の整備 

ポンプ場 

・ 施設の補強，地上化等に

よる耐震性の向上 

・ 自家発電設備の整備 

水環境保全センター

河川へ放流

予備の系統から電力が供
給されます。 

日常供給されている電源系
統が使えなくなっても， 

古くなった下水道管の改築・
更新に併せて，地震に強い構
造にしています。 水処理設備を動かすことができます。 

停電時にも必要な電気を発電し， 

施設を補強しているほか，地震の際に
電気施設が浸水し，故障するのを防ぐ
ため，地上に造り替えています。 
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